
書式第 12号 (法第28条関係 )

令和4年度 事業報告書

令和4年4月 1日  から 令和5年3月 31日  まで

特 ねりまねこ

1 事業の成果                                          |
事業開始後 9期 目も、コロナウィルス感染症蔓延の影響により広報 。啓発活動が不十分であった。  |
この事業は練馬区以外の各自治体も非常に注目しており、第10期は感染症の動向に注意しつつ、近醐
含めた各地への普及活動を再開すると同時に、依然として多々ある問題 (餌やりによる地域住民同」

2ょ「

ブル、高齢者の飼育放棄や多頭飼育者の崩壊等による地域住民への影響)の解決に努めていき
|

2 事業の実施に関する事項

受益対象
者の範囲
及び人数

の

事業名 事 業 内 容 施
時

実
日

施
所

実
場

従事者
の人数

金額

(千円)

でのセミナー開催、町内会
5,6,10,

11,12,3

月

区内及び
近郊より
4∞名
程度

と飼い主のいない
との共生に配慮し

説明会等を実施。 都内他
8か所

20人
真展開催等により普及・啓発

地域猫活動の普及 を実施。 191

自治体の行政担当者
1月

練馬区
施設

2人 70名
ロ け勉強会(含む環境省)

の手法を
区公認ボランティアのアド′ メリ・ 電話

にて
区内住民
延100名

に付けた地域人材
育成

ザーとして初心者を支援した。
毎月 2人 46

い主のいない猫の
い主のいない猫の不妊・去勢

区内住民
約80名・不妊手術事業

実施した。 毎週 練馬区内 2人 433
(実績 42頭 )

い主のいない猫の
護譲渡活動事業

い主のいない猫の保護、およ 区内住民
及び近郊
約 150名

した。 毎月 練馬区内 2人 3,063
50頭)

(2)その他の事業

事業名 事 業 内 容 施
時

実
日

施
所

実
場

従事者
の人数

事業費の
金額
(千円)



令和4年度 活動計算書

令和4年4月 1日 から令和5年3月 31日 まで

ねりまねこ
単位 :円

科
日
日 金 日

2 受取寄附金
受取寄附金

3 受取助成金等
受取補助金

4 事業収益
事業収益

5 その他収益
受取利息

経常外収益計
経常外費用

経常外費用計
税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額

正会員受取会費
賛助会員受取会費

Ⅱ

経常収益計
経常費用
1 事業費

手術等医療費
飼育費 (保護費
旅費交通費
車両費

)

９
“

1 受取会費

(1)人件費
給料手当
人件費計

(2)そ の他経費

消耗品費
広告宣伝費
賃借料
雑費
その他経費計

事業費計
管理費
(1)人件費

人件費計
(2)そ の他経費

その他経費計
管理費計

経常費用計
当期経常増減額

Ⅲ 経常外収益

110,000

Ａ
Ｕ

3,501,864
3,501,

1,622,884
653,

180,

237,

453,

133,

141,

34

254
665
276

3,732,



書式第 15号 (法第 28条関係)

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ねりまねこ

(単位 :円 )

科
日
Ｈ 金 □

I 資産の部

1 流動資産

現金預金

未収金

流 動 資 産 合 計

2 固定資産

(1)有形固定資産

有形固定資産計

(2)無形固定資産

無形固定資産計

(3)投資その他の資産

投資その他の資産計

固 定 資 産 合 計

資 産 合 計

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

未払金

前受金

流 動 負 債 合 計

2 固定負債

固 定 負 債 合 計

負 債 合 計

Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産

当期正味財産増減額

正味財産合計

負債及び正味財産合計

1,528,472

1,528,472

ｎ
Ｕ

1,649,261

▲ 120,

1.528.472



28

令和4年度  計算書類の注記

特定非営利活動法人 ねりまねこ

重要な会計方針
計算書類の作成は、PO法人会計基準 (2011年11月 20日 一部改正 NPO法人会計基準協議会)に よつています。

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法
該当なし

(3)引 当金の計上基準

該当なし

(4)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当なし

(5)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

2.事 業別損益の状況

科 目
普及啓発

事業
人材育成

事業
不妊・去勢

事業
保護・譲渡

事業
事業部門計 管理部門 合計

147,753 60,000 823,528 2,470,583 3,501,864

110,000

７
，

９
“ 27

110,000

3,501,864

147,753 60,000 823.528 2.470.583 3.501,864 110,027 3,611,891

1,622,884

653,347

180,200

237,254
453,665
133,276

141,450
310,604

Ａ
Ｕ

ｎ
ｖ

ｎ
ｖ

Ａ
Ｕ

5,000

30,000

10,000

20,000

115,604

5,500

40,000

233,100

45,000

55,000

ｎ
ｖ

Ｆ
Ｄ

50,

ｎ
Ｖ

ＡＵ

ＡＵ

ＡＵ

０

０

1,389,784

653,347

170,200

187,254

373,665

73,276

115,950

100,000

1,622,884

653,347

180,200

237,254
453,665

133,276

141,450

310,604

190.604 45,500 433,100 3.063.476 3,732,680 ｎ

） 3,732,680

190.604 45.500 433。 100 3.063.476 3.732.680 ｎ

Ｖ 3,732.680

▲ 42.851 14.500 390.41 ▲ 592.893 ▲ 230,816 110,027 ▲ 120,789

I 経常収益
1.受取会費
2.受取寄附金
3.受取助成金等
4.事業収益
5.その他収益

経常収益計
Ⅱ 経常費用
(1)人件費

給料手当

人件費計
(2)その他経費

手術等医療費
飼育費
旅費交通費
車両費
消耗品費
広告宣伝費
賃借料
雑費

その他経費計
経常費用計

当期経常増減額

内 容 金 額 算定方法

該当なし

3.施 設の提供等の物的サービスの受入の内訳

|



4 使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳 (正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。
当法人の正味財産は   円ですが、そのうち   円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は   円です。

5。 固定資産の増減内訳 該当なし

6。 借入金の増減内訳 該当なし

役員及びその近親者との取引の内容

該当なし

8 その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために

必要な事項

事業費と管理費の按分方法

7

西1召 【席二』

該当なし

合 計

E7F可
「

選西IIT
「

τ

『

日
「

77¬,:,1[1言 ヨ 隅塑慶

車両運搬具
無形固定資産

の他の資産

敷金

lilj『菫霧li漏] 当期借入 当 1弼扉ヨ 断陳畷:ヨF盲]

合計

内役員及び

近親者 との
■■|

科 目
計算書類に

計上 された
冷額

(活動計算書 )

活動計算書計

(貸借対照表)

貸借対照表計

その他の事業に係る資産の状況



書式第 17号 (法第 28条関係)

□□回風

令和5年3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ね りまねこ

(単位 :円 )

科
日

【 金 日

100,

147,

1,280,

1,528,472

4

I 資産の部

1 流動資産

現金預金

手元現金

三菱

『

J銀行普通預金

郵便貯金

未収金

流 動 資

2 固定資産

事業未収金

産 合 計

(1)有形固定資産

車両運搬具

什器備品

有形固定資産計

(2)無形固定資産

無形固定資産計

(3)投資その他の資産計

敷金

投資その他の資産計

固 定 資 産 合 計

資 産 合 計

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

未払金

事務用品購入代

前受金

次年度分年会費

流 動 負 債 合 計

2 固定負債

長期借入金

固 定 負 債 合 計

負 債 合 計

正 味 財 産



書式第 18号 (法第 28条関係)

令和4年度 年間役員名簿

令和4年4月 1日  から 令和5年3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ねりまねこ

役 名 氏   名 就任期間 報酬を受けた

期  間

理事
(カ メヤマ トモヒロ)

亀山 知弘

令和4年4月 1日

令和5年3月 31日

奪二 月 日

～ 年  月 日

理事
(カ メヤマカヨ)

亀山 嘉代

令和4年4月 1日

令和5年3月 31日

年 月 日

～ 年 月 日

理事
(イ ゴノリコ)

井後 賀子

令和4年4月 1日

令和5年3月 31日

年 月 日

～ 年 月 日

理事
(シノダタカオ)

篠田 高男

令和4年4月 1日

令和5年3月 31日

年 月 日

年 月 日

理事
(シノダカヨ)

篠田 佳代

令和4年4月 1日

令和5年3月 31日

奪二 月 日

年 月 日

理事
(ナカシマジュンコ)

中嶋 純子

令和4年4月 1日

令和5年3月 31日

年 月 日

～ 年 月 日

理事
(ヤマモ トクミコ)

山本 公美子

令和4年4月 1日

令和5年3月 31日

年 月 日

～ 年 月 日

監事
(ア ンザイシンヤ)

安齋 慎哉

令和4年4月 1日

令和5年3月 31日

年 月 日

～ 年 月 日

年 月 日

～ 年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

～ 年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

～ 年 月 日



書式第 19号 (法第28条関係)

社員のうち10人以上の者の

令和5年3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ねりまねこ

氏   名

1
(カ メヤマ トモヒロ)

亀山 知弘

2
(カ メヤマカヨ)

亀山 嘉代

3
(ア ンザイシンヤ)

安齋 慎哉

4
(イ ゴノリコ)

井後 賀子

5
(ン ノダタカオ)

篠 田 高男

6
(シノダカヨ)

篠田 佳代

7
(ナ カンマジュンコ)

中嶋 純子

8
(ヤマモ トキミコ)

山本 公美子

9 (オオツキモ トコ)

大槻 素子

10
(コ バヤシリョウヨ)

小林 良子

11

12


